
一般会計
　元年度の一般会計の当初予算は、995億円を計上し
ました。その後、プレミアム付商品券発行、おもてなし
のトイレ整備、日本堤子ども家庭支援センター改修工事、
北上野保育室開設準備などの経費を加えるため、予算
の補正を行いました。さらに、30年度から繰り越した
安全・安心な道づくりの予算も含めると、最終的に総額
1,078億5,289万円となっています。

(※1)特別区交付金…市町村税である固定資産税等を都が
徴収し都区の事務量に応じて分配する交付金

(※2)その他…繰入金、繰越金、使用料及び手数料など

一時借入金
　一時借入金は、予定した収入が確保できない場合な
どに、資金を一時的に借り入れて支出に充てるもので
す。元年10月から２年3月までの間、一時借入金はあ
りません。

区民負担の概要
　2年3月31日現在の特別区民税の課税額は、203億
5,940万円で、これを区民1人当たり、1世帯当たりの
負担額として計算すると、およそ次のようになります。

特別会計

予算額内訳 支出済額内訳 執行率 支出内容

総務費 148億
7,974万円

123億
2,040万円 82.8％

災害対策、区民
館等の運営、選
挙など

衛生費 89億
1,830万円

79億
4,283万円 89.1％

健康づくり、環
境の保全、清掃
事業など

土木費 82億
3,215万円

64億
4,988万円 78.3％

まちづくりの推
進、道路・公園
の整備など

その他 167億
3,663万円

160億
6,717万円 96.0％

文化・観光・産業
の振興、区議会の
運営、特別会計へ
の繰出金、特別区
債の償還など

歳出
予算額 支出済額 執行率

1,078億5,289万円 964億
7,203万円 89.4％

予算額内訳 支出済額内訳 執行率 支出内容

民生費 362億
4,461万円

344億
2,977万円 95.0％

高齢者や児童、
障害のある方、
生活に困ってい
る方への給付な
ど

教育費 228億
4,146万円

192億
6,198万円 84.3％

学校や保育園の
整備・運営、生
涯学習の振興な
ど

歳入
予算額 収入済額 収入率

1,078億5,289万円 1,021億
6,037万円 94.7％

予算額内訳 収入済額内訳 収入率

特別区交付金（※1） 305億円 309億
6,945万円 101.5％

国・都支出金 302億
1,411万円

282億
1,825万円 93.4％

特別区税 225億
2,742万円

206億
203万円 91.5％

地方消費税交付金 46億
9,160万円

47億
1,952万円 100.6％

その他（※2） 199億
1,976万円

176億
5,112万円 88.6％

●国民健康保険事業会計　元年6月および2年3月に予算
の補正を行い、最終的に242億6,931万円となっています。

予算額 歳入 歳出

242億6,931万円
収入済額 216億

9,539万円 支出済額
215億

4,194万円
収入率 89.4％ 執行率 88.8％

●後期高齢者医療会計　2年3月に予算の補正を行い、
最終的に50億6,602万円となっています。

予算額 歳入 歳出

50億6,602万円
収入済額 49億

2,998万円 支出済額
48億

5,665万円
収入率 97.3％ 執行率 95.9％

●介護保険会計　元年6月および10月に予算の補正を
行い、最終的に164億6,174万円となっています。

予算額 歳入 歳出

164億6,174万円
収入済額 161億

413万円 支出済額
150億

935万円
収入率 97.8％ 執行率 91.2％

●老人保健施設会計　予算額は1億3,850万円となって
います。

予算額 歳入 歳出

1億3,850万円
収入済額 1億

2,855万円 支出済額
1億

2,657万円
収入率 92.8％ 執行率 91.4％

●病院施設会計　2年3月に予算の補正を行い、最終的に
6億1,353万円となっています。

予算額 歳入 歳出

6億1,353万円 収入済額
5億

8,575万円 支出済額
5億

4,749万円
収入率 95.5％ 執行率 89.2％

1人当たりの負担額　 10万円 人口 202,886人

1世帯当たりの負担額　16万7千円 世帯数 121,931世帯
※人口・世帯数は外国人を含む

区有財産の状況
種類 数量 価格
土地 441,002.32平方メートル 1,132億9,791万円
建物 471,021.74平方メートル 1,174億9,735万円

工作物及び
立木竹 ― 　89億7,288万円

基金 ― 526億9,097万円
出資による
権利 ― 108億6,698万円

動産 ― 103億7,098万円
合計 ― 3,136億9,707万円

※土地には、道路敷を含まない
※出資による権利・動産は31年3月31日現在

特別区債現在高

9月30日
現在高

元年10月から2年3月
までの増減額 2年3月31日

現在高
発行額 償還額

150億7,850万円 0円 6億5,140万円 144億2,710万円

令和元年度予算下半期執行状況（2年3月31日現在）

各会計の執行状況　　　　※千円単位を四捨五入

※内容は一部を除き2年3月31日現在のもので、最終的な決算額と異なります。

お知らせします 台東区の財政状況 問合せ 財政課 TEL（5246）1071

住民税について

広報
令和2（2020）年　6月20日 第1255号　（4）

【区の世帯と人口（6月1日現在）】▷住民登録世帯数（前月比）　122,341世帯（＋89世帯）　▷住民登録人口　203,271人（＋86人）

　口座振替（自動払込）の方は、預貯金不足にならないようご
注意ください。一括納付をご利用の方は、第1期から第4期まで
の全額が引き落としとなります。引き落としの確認は、預貯金
通帳の記帳でお願いします。

　納期限を過ぎますと、督促状が送付されます。その後、10日
を経過しても納付がない場合は、法律に基づき、預貯金・給与・
不動産・家賃収入等の財産を調査し、差押等の滞納処分を行う
場合があります。納期限までに納付できない事情のある方は、
「徴収猶予」の制度等もございますので早めにご相談ください。

　　新型コロナウイルス感染症の影響により、住民税等を一時
に納税することが困難と認められる場合は、区役所収納課へ申
請することにより、納税についての猶予制度を適用できる場合
があります。上記へご相談ください。
・徴収の猶予
　申請により、猶予が認められた場合に１年間納税が猶予され
ます。また、猶予期間中の延滞金が免除され、財産の差押等が
猶予されます。
・対象　次の全てに該当する方　
①新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の任意の
期間（１か月以上）において、事業等に係る収入が前年同期
に比べておおむね20％以上減少している。
②一時に納税することが困難である。
・対象となる住民税・軽自動車税等
　2年2月１日～３年1月31日に納期限が到来する住民税等
※現在、感染防止の観点から、ご来庁は極力お断りしています。
詳しくは、上記問合せ先か、区ＨＰにて「徴収猶予」を検索し、
ご確認ください。

　令和2年度の課税（非課税）証明書・納税証明書は、発行を
開始しています。証明書は、既に区で課税されている方（2年1
月1日に区内在住の方）に交付しています。
　詳しくは、区HPをご覧いただだくか、上記問合せ先へ

　令和2年度の住民税の納税通知書等は下記の日程で郵送しています。住民税を納める方法によって日程が異なります。
・個人で納める方（普通徴収）
　6月10日に郵送しています。なお、非課税の方にはお送りしていません。
・給与差引で納める方（給与特別徴収）
　5月25日に勤務先の事業主宛に税額決定通知書を郵送しています。税額決定通知書に従い事業者が給与所得者の支払
金額から差し引きます。
・年金差引で納める方法（年金特別徴収）
　6月10日に納税通知書を郵送しています。原則として、公的年金から住民税が差引かれます。
●住民税を納める期限
　期限までに納めていない場合、延滞金が加算されます。

　区や都は、わたしたちが豊かで健康な暮らしができるように、さまざまな事業を実施しています。特に区は、住
民に最も身近で基礎的な自治体として、地域や住民の実情にあわせたきめ細かな事業を行っています。住民税は、
その費用をまかなう大切な財源となっています。
　一般に市町村民税（23区は特別区民税）と道府県民税（東京都は都民税）を合わせたものを住民税と呼んでい
ます。また、区が課税する税金として、ほかには軽自動車税（種別割）、特別区たばこ税、入湯税があります。

令和２年度の住民税の通知日程

問合せ
課税の内容に関することは税務課課税係 TEL（5246）1103～5
税証明は税務課税務係 TEL（5246）1101
収納・口座振替は税務課税務係 TEL（5246）1114　納付・納税相談は収納課 TEL（5246）1107～９

徴
収
方
法

普通徴収 給与からの特別徴収 公的年金等からの特別徴収
自営業などの方を対象に、
年4回の納期に分けて納税
者本人が納める方法

給与支払者が毎月の給与支払
いの際に、給与から税金を差し
引いて区に納める方法

4月1日現在65歳以上の方で老齢年金等の支払いを受け
る際に、老齢年金等から税金を差し引いて区に納める方
法

納
期
限

第1期6月・
第2期8月・
第3期10月・
第4期翌年1月の末日

6月から翌年の5月までの翌月
の10日

老齢年金等支払い時に徴収
・4・6・8月は、前年度の年税額の2分の1相当額の3分の
1相当額（計3回）
・10・12月・翌年2月は、残りの年税額の3分の１相当額（計
3回）
※令和2年度から対象となった方
・第1期は6月・第2期は8月の末日に、年税額の4分の1相
当額（普通徴収で計2回）
・老齢年金等支払い時の10・12月・翌年2月に、残りの年
税額の3分の1相当額（計3回）

※納期限が土・日曜日・祝日にあたる場合は、その翌開庁日が納期限

住民税第１期の納期限は6月30日㈫です

徴収猶予について

納付のご相談について

課税（非課税）証明書・納税証明書について

●普通徴収の納付方法
　銀行や郵便局等の金融機関だけでなく、コンビニエンスストア（納付書にバーコードがついている場合）で納付することがで
きます。また、便利な口座振替制度もご利用ください。7月10日㈮までに申込むと、第２期分から口座振替を利用できます。


